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児童虐待相談件数は
全国的に増加し続けています
　全国で虐待によって幼い命が奪われる事件
が後を絶たず、児童虐待に関する相談件数は
増加し続けています。本市でも、平成29年度
は380件、平成30年度は460件、元年度は505
件寄せられており、年々増加しています。
　初めはしつけのために軽く叩く程度だった
ものが、子どもが言うことを聞かないために
エスカレートして、虐待となってしまうケー
スもあります。言葉だけでは伝わらないので、
しつけとして体罰や怒鳴りつけることはやむ
を得ないと考えることがあるかもしれません
が、その行動は子どもを傷つけ成長を妨げて
しまいます。
　体罰を受けていた子どもは「落ち着いて話
を聞けない」「約束を守れない」「集中できな
い」「我慢ができない」などのリスクが高ま
るという研究結果が報告されています。
　大人への恐怖心から一時的に言うことを聞
いても、どうすればいいのか子どもが自分で
考えたり、学んだりしている訳ではありませ
ん。むしろ暴力的な言動の見本を示すことと
なり、子ども自身も友達や他の人に対して、

■これらは全て体罰です
• 大切なものにいたずらをしたので、長時間
正座をさせた
• 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
•掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた
• 他人のものを取ったので、お尻を叩いた
• 友達を殴ってケガをさせたので、同じよう
に子どもを殴った

■暴言なども子どもを傷つける行為です
• 冗談のつもりで「お前なんか生まれてこな
ければよかった」など子
どもの存在を否定するよ
うなことを言った
• やる気を出させるという
口実で、きょうだいを引
き合いにしてけなした

叩いたり怒鳴ることを学んでしまいます。
　体罰による恐怖心・不信感から、子どもが
大人との間に信頼関係を築くことができず、
必要なときに悩みを相談することが難しくな
り、トラブルや非行、犯罪被害など重大な問
題に発展してしまうおそれもあります。

体罰に頼らないしつけ、子育てを

　子どもが言うことを聞かない原因も「保護
者の気をひきたい」「子どもなりの考えがあ
るから」「言われていることを理解できない」
「体調が悪い」などさまざまな理由がありま
す。子どもの性格や年齢にもよりますが、伝
わりやすい方法や言葉がけで、子どもに伝わ
りやすくすることはできます。
　例えば、出かける時に何度言っても子ども
が支度を始めないときは「時間だから着替え
ようね」「じゃあ次はカバンをもってきてね」
などと行動を区切って具体的に言うことで子
どもに伝わりやすくなります。

保護者自身のケアも大切

　保護者自身の体調が悪かったりストレスが
たまっていると、それが原因で子どもに当た
ってしまい、ますますストレスを増加させ悪

循環に陥ってしまうおそれがあります。適度
に気晴らしの時間を持ち、保護者が休むこと
も適切な子育てには大切です。
　子育て中の保護者が追い込まれないよう、
社会全体で子どもの権利や体罰等によらない
子育てについて考え、子育てへの理解、保護
者へのサポートを進めていくことも必要です。

どこに相談したらいいの

　八千代市子ども相談センターは、子どもに
関する総合相談窓口として、18歳未満の子ど
もに関する相談に応じています。
　もし子育てに悩んだ時は、ひとりで抱え込
まずに相談窓口にご相談ください。また、周
囲に様子が気になる子どもがいたら、どなた
でも迷わずご連絡ください。
【虐待の通告、相談などは】
●子ども相談センター 484-2954　祝日・
年末年始を除く月曜～金曜日午前９時～午後
５時
●千葉県中央児童相談所 043-253-4101　祝
日・年末年始を除く月曜～金曜日午前９時～
午後５時
【緊急を要する・暴力を止める場合は】
●八千代警察署 110
【休日・夜間などの連絡は】
●子ども・家庭110番 043-252-1152（千葉
県中央児童相談所内）24時間・365日対応
●児童相談所全国共通ダイヤル 189（お近
くの児童相談所につながります）24時間・
365日対応

　児童虐待防止法が改正され、２年４月１日から保護者等による体罰が法律で禁止さ
れました。体罰や暴言は子どもの成長に悪影響を及ぼし、大人との信頼関係を損なわ
せてさまざまな問題を引き起こすきっかけとなります。
　体罰によらない子育てを実現するには、子育て中の当事者だけでなく、周囲の人も
見守りに協力し、社会全体で取り組むことが大切です。

11月は児童虐待防止推進月間

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

体罰に頼らないしつけ、子育てを
「189（いちはやく） 知らせて守る　こどもの未来」

お問い合わせは
子ども相談センター
484-2954へ

こんなことも体罰や暴言に当たります
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